
災
害
弔
慰
金
及
び
災
害
障
害
見
舞
金
、
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
並
び
に
東
日
本
大
震
災
関
連
義
援
金
の
差
押
え
禁
止

等
に
関
す
る
決
議

平
成
二
十
三
年
八
月
九
日

参
議
院
災
害
対
策
特
別
委
員
会

政
府
は
、
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
及
び
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
東
日
本
大

震
災
関
連
義
援
金
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運

用
に
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

強
制
執
行
に
当
た
り
差
押
え
が
禁
止
さ
れ
た
金
銭
で
あ
る
こ
と
を
特
定
・
識
別
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
災
害
弔
慰

金
及
び
災
害
障
害
見
舞
金
、
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
並
び
に
東
日
本
大
震
災
関
連
義
援
金
に
つ
い
て
都
道
府
県
及
び
市
町
村

等
が
発
行
す
る
証
明
書
類
等
の
実
情
を
調
査
し
た
上
で
裁
判
所
と
情
報
の
共
有
を
図
る
な
ど
、
本
法
の
適
切
な
運
用
が
な
さ
れ

る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


